
頁 項目 現行条文 頁 項目 新条文

1 2

　評定要領第２条の対象とする工事は、請負代金
額（変更があった場合は変更後の金額）が130万
円以上の工事とする。ただし、解体工事、維持・
修繕工事及び災害時における緊急を要する工事等
で市長が評定に適さないと認めた場合は除くこと
ができる。

1 2

　評定要領第２条の対象とする工事は、請負代金
額（変更があった場合は変更後の金額）が200万
円超の工事とする。ただし、解体工事、維持・修
繕工事及び災害時における緊急を要する工事等で
市長が評定に適さないと認めた場合は除くことが
できる。

1 4－(5)－②
　130万円以上500万円未満の工事
　原則として、少額工事考査項目別運用表（建
築・設備工事）により行うものとする。

1 2
　200万円超500万円未満の工事
　原則として、少額工事考査項目別運用表（建
築・設備工事）により行うものとする。

3 1－(1)－2)
　対象期間内の現場閉所率（現場閉所日数／対象
期間日数）に応じて評価する。

3 1－(1)－2)
　月単位・通期の週休２日の現場閉所率に応じて
評価する。

49 1

　請負代金額（変更があった場合は変更後の金
額）が130 万円以上500 万円未満の工事（以下
「少額工事」という。）については、下記により
運用するものとする。

49 1

　請負代金額（変更があった場合は変更後の金
額）が200 万円超500 万円未満の工事（以下「少
額工事」という。）については、下記により運用
するものとする。

138 1－2－(1)

　富士市が施行する当初請負代金額130万円以上
1,000万円未満（補助事業も含む）の建設工事
（以下「小規模工事」という。）に適用する。
　なお、当初請負代金額130万円以上500万円未満
（補助事業も含む）の建設工事を特に「少額工
事」という。

138 1－2－(1)

　富士市が施行する当初請負代金額200万円超
2,000万円未満（補助事業も含む）の建設工事
（以下「小規模工事」という。）に適用する。
　なお、当初請負代金額200万円超500万円未満
（補助事業も含む）の建設工事を特に「少額工
事」という。

138 1－3－(2)
　チェックリストにおける「省略」とは、定められ
た様式での提出を省略することができるものであ
り、検査時等の提示など説明責任の必要がある。

138 1－3－(2)
　チェックリストにおける「省略」とは、定めら
れた様式での提出を省略することであり、説明責
任が要らないということではない。

現行（青文字：改正箇所） 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧 Ⅲ 新旧対照表



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

土
木
工
事
成
績
評
定
編

9 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

9

作
成

工
事

名
～

受
注

者
名

考
　

査
　

項
　

目
①

主
任

監
督

員

項
目

細
別

a
ｂ

ｃ
d

e
評

価
a

a'
ｂ

b
'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b'
c

d
e

評
価

a
a'

b
b'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b'
c

d
e

評
価

１
．

施
工

体
制

Ⅰ
施

工
体

制
一

般
+1

.0
+0

.5
-5

-1
0

Ⅱ
配

置
技

術
者

+3
.0

+1
.5

-5
-1

0

２
．

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
+4

.0
+2

.0
-5

-1
0

+5
-

+2
.5

-
-
7.

5
-
15

+5
-

+2
.5

-
-
7.

5
-
15

+5
-

+2
.5

-
-
7.

5
-
15

Ⅱ
工

程
管

理
+4

.0
+2

.0
-5

-1
0

+2
.0

-
+1

.0
-

-7
.5

-1
5

Ⅲ
安

全
対

策
+5

.0
+2

.5
-5

-1
0

+3
.0

-
+1

.5
-

-7
.5

-1
5

Ⅳ
対

外
関

係
+2

.0
+1

.0
-2

.5
-5

３
．

出
来

形
Ⅰ

出
来

形
+4

.0
+2

.0
-2

.5
-5

+1
0

+7
.5

+
5

+2
.5

-1
0

-
20

+1
0

+
7.

5
+
5

+2
.5

-1
0

-
20

+1
0

+
7.

5
+5

+2
.5

-1
0

-
20

及
び

Ⅱ
品

質
+5

.0
+2

.5
-2

.5
-5

+1
5

+
12

+7
.5

+4
.0

-1
2.

5
-
25

+1
5

+1
2

+7
.5

+4
.0

-
12

.5
-
25

+1
5

+1
2

+7
.5

+4
.0

-
12

.5
-
25

出
来

ば
え

Ⅲ
出

来
ば

え
+5

-
+2

.5
-

-5
-

+5
-

+2
.5

-
-5

-
+5

-
+2

.5
-

-5
-

４
．

工
事

特
性

５
．

創
意

工
夫

Ⅰ
創

意
工

夫
（※

３
）

-
-

６
．

社
会

性
等

Ⅰ
地

域
へ

の
貢

献
等

（※
４

）
+
10

+7
.5

+5
+
2.

5
-

-

加
減

点
合

計
　

（1
+2

+
3+

4+
5+

6）
点

点
点

点
点

評
　

定
　

点
　

　
（
※

１
）

①
点

②
点

③
点

③
点

④
点

７
．

評
定

点
計

点
  

  
（①

　
点

×
0
.4

＋
②

　
点

×
0.

2＋
④

　
点

×
0.

4）
＝

　
評

定
点

計
点

８
．

法
令

遵
守

等
（※

５
）

点
法

令
遵

守
等

の
該

当
事

由

９
．

評
　

定
　

点
　

合
　

計
　

（※
６

）
点

  
  

評
定

点
計

（
　

0　
点

）
－

８
.法

令
遵

守
等

（
　

0　
点

）
＝

　
0　

点
（１

回
完

済
分

点
、

　
２

回
完

済
分

点
、

　
完

成
分

点
）

所
　

　
　

　
見

　
（※

７
）

※
１

　
６

５
点

＋
加

減
点

合
計

（
１

＋
２

＋
３

＋
４

＋
５

＋
６

）
と

す
る

。
　

　
　

　
各

評
定

点
（

①
～

④
）

は
小

数
第

１
位

ま
で

記
入

す
る

。

　
　

　
主

任
監

督
員

は
、

担
当

監
督

員
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

評
価

を
す

る
も

の
と

す
る

。

※
２

　
工

事
特

性
は

、
当

該
工

事
特

有
の

難
度

の
高

い
条

件
（

構
造

物
の

特
殊

性
、

特
殊

な
技

術
、

都
市

部
等

の
作

業
環

境
・

社
会

条
件

、
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
、

長
期

工
事

に
お

け
る

安
全

確
保

等
）

に
対

し
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

  
  

  
評

価
に

際
し

て
は

、
主

任
監

督
員

及
び

担
当

監
督

員
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

総
括

監
督

員
が

評
価

す
る

も
の

と
す

る
。

※
３

　
創

意
工

夫
は

、
工

事
特

性
の

よ
う

な
難

度
を

伴
わ

な
い

工
事

に
お

い
て

、
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
っ

た
場

合
に

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

※
４

　
社

会
性

等
の

評
価

で
は

地
域

へ
の

貢
献

等
の

観
点

か
ら

、
加

点
評

価
の

み
と

す
る

。

※
５

　
法

令
遵

守
等

評
価

は
総

括
監

督
員

が
行

う
。

※
６

　
評

定
点

合
計

は
、

四
捨

五
入

に
よ

り
整

数
と

す
る

。
 

※
７

  
所

見
欄

は
必

要
に

応
じ

記
載

す
る

。

※
８

　
各

考
査

項
目

ご
と

の
採

点
は

、
別

紙
－

１
 考

査
項

目
別

運
用

表
（

建
築

・
設

備
工

事
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
監

督
員

を
１

名
し

か
任

命
で

き
な

い
場

合
は

、
１

名
で

総
括

監
督

員
及

び
主

任
監

督
員

の
評

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

）

（
原

則
と

し
て

、
総

括
監

督
員

は
主

に
総

括
的

な
プ

ロ
セ

ス
評

価
を

行
え

る
者

、
主

任
監

督
員

は
詳

細
な

プ
ロ

セ
ス

評
価

を
行

え
る

者
、

検
査

員
は

検
査

職
員

と
し

て
評

価
を

行
え

る
者

を
充

て
る

も
の

と
す

る
。

）

工
　

事
　

成
　

績
　

採
　

点
　

表
（
建

築
・設

備
）
　

契
約

金
額

（最
終

）
工

事
場

所
工

　
期

完
成

年
月

日

現
場

代
理

人
主

任
･監

理
技

術
者

完
成

届
受

理
年

月
日

完
成

検
査

年
月

日

②
総

括
監

督
員

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

④
検

査
員

（
完

成
）

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名

Ⅰ
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

（※
２

）

地
域

へ
貢

献
の

加
点

評
価

（ 
有

 ・
 無

 ）
週

休
２

日
制

工
事

（ 
有

 ・
 無

 ）
　

【 
月

単
位

 ・
 通

期
 】

若
手

技
術

者
の

加
点

評
価

（ 
有

 ・
 無

 ）

検
　

査
　

員
総

括
監

督
員

主
任

監
督

員

　
　

※
　

既
済

部
分

（
中

間
）

検
査

が
あ

っ
た

場
合

　
　

（
①

×
0.

4＋
②

×
0
.2

＋
③

×
0.

2＋
④

×
0.

2　
た

だ
し

既
済

、
中

間
が

２
回

以
上

の
場

合
は

③
を

平
均

す
る

。
　

　
※

　
既

済
部

分
（

中
間

）
検

査
が

な
か

っ
た

場
合

　
（

①
×

0.
4＋

②
×

0
.2

＋
④

×
0.

4）

作
成

工
事

名
～

受
注

者
名

考
　

査
　

項
　

目
①

主
任

監
督

員

項
目

細
別

a
ｂ

ｃ
d

e
評

価
a

a'
ｂ

b'
c

d
e

評
価

a
a'

b
b
'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b'
c

d
e

評
価

a
a'

b
b'

c
d

e
評

価

１
．

施
工

体
制

Ⅰ
施

工
体

制
一

般
+1

.0
+
0.

5
-5

-1
0

Ⅱ
配

置
技

術
者

+3
.0

+
1.

5
-5

-1
0

２
．

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
+4

.0
+
2.

0
-5

-1
0

+
5

-
+
2.

5
-

-7
.5

-1
5

+
5

-
+2

.5
-

-7
.5

-1
5

+5
-

+2
.5

-
-7

.5
-1

5

Ⅱ
工

程
管

理
+4

.0
+
2.

0
-5

-1
0

+2
.0

-
+1

.0
-

-7
.5

-1
5

Ⅲ
安

全
対

策
+5

.0
+
2.

5
-5

-1
0

+3
.0

-
+1

.5
-

-7
.5

-1
5

Ⅳ
対

外
関

係
+2

.0
+
1.

0
-2

.5
-5

３
．

出
来

形
Ⅰ

出
来

形
+4

.0
+
2.

0
-2

.5
-5

+1
0

+7
.5

+5
+2

.5
-1

0
-2

0
+
10

+7
.5

+5
+
2.

5
-1

0
-2

0
+1

0
+7

.5
+5

+2
.5

-
10

-2
0

及
び

Ⅱ
品

質
+5

.0
+
2.

5
-2

.5
-5

+1
5

+1
2

+
7.

5
+4

.0
-1

2.
5

-2
5

+
15

+1
2

+7
.5

+
4.

0
-1

2.
5

-2
5

+1
5

+1
2

+7
.5

+4
.0

-1
2
.5

-2
5

出
来

ば
え

Ⅲ
出

来
ば

え
+
5

-
+
2.

5
-

-5
-

+
5

-
+2

.5
-

-5
-

+5
-

+2
.5

-
-
5

-

４
．

工
事

特
性

５
．

創
意

工
夫

Ⅰ
創

意
工

夫
（※

３
）

-
-

4

６
．

社
会

性
等

Ⅰ
地

域
へ

の
貢

献
等

（※
４

）
+1

0
+7

.5
+5

+2
.5

-
-

加
減

点
合

計
　

（1
+2

+3
+4

+5
+6

）
点

点
点

点
点

評
　

定
　

点
　

　
（
※

１
）

①
点

②
点

③
点

③
点

④
点

７
．

評
定

点
計

点
  

  
（①

　
点

×
0.

4＋
②

　
点

×
0.

2＋
④

　
点

×
0
.4

）
＝

　
評

定
点

計
点

８
．

法
令

遵
守

等
（※

５
）

点
法

令
遵

守
等

の
該

当
事

由

９
．

評
　

定
　

点
　

合
　

計
　

（※
６

）
点

 
  

 評
定

点
計

（
　

0　
点

）
－

８
.法

令
遵

守
等

（
　

0　
点

）
＝

　
0
　

点
（１

回
完

済
分

点
、

　
２

回
完

済
分

点
、

　
完

成
分

点
）

所
　

　
　

　
見

　
（※

７
）

※
１

　
６

５
点

＋
加

減
点

合
計

（
１

＋
２

＋
３

＋
４

＋
５

＋
６

）
と

す
る

。
　

　
　

　
各

評
定

点
（

①
～

④
）

は
小

数
第

１
位

ま
で

記
入

す
る

。

　
　

　
主

任
監

督
員

は
、

担
当

監
督

員
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

評
価

を
す

る
も

の
と

す
る

。

※
２

　
工

事
特

性
は

、
当

該
工

事
特

有
の

難
度

の
高

い
条

件
（

構
造

物
の

特
殊

性
、

特
殊

な
技

術
、

都
市

部
等

の
作

業
環

境
・

社
会

条
件

、
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
、

長
期

工
事

に
お

け
る

安
全

確
保

等
）

に
対

し
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

  
  

  
評

価
に

際
し

て
は

、
主

任
監

督
員

及
び

担
当

監
督

員
か

ら
の

報
告

を
受

け
て

総
括

監
督

員
が

評
価

す
る

も
の

と
す

る
。

※
３

　
創

意
工

夫
は

、
工

事
特

性
の

よ
う

な
難

度
を

伴
わ

な
い

工
事

に
お

い
て

、
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
っ

た
場

合
に

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

※
４

　
社

会
性

等
の

評
価

で
は

地
域

へ
の

貢
献

等
の

観
点

か
ら

、
加

点
評

価
の

み
と

す
る

。

※
５

　
法

令
遵

守
等

評
価

は
総

括
監

督
員

が
行

う
。

※
６

　
評

定
点

合
計

は
、

四
捨

五
入

に
よ

り
整

数
と

す
る

。
 

※
７

  
所

見
欄

は
必

要
に

応
じ

記
載

す
る

。

※
８

　
各

考
査

項
目

ご
と

の
採

点
は

、
別

紙
－

１
 考

査
項

目
別

運
用

表
（

建
築

・
設

備
工

事
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
監

督
員

を
１

名
し

か
任

命
で

き
な

い
場

合
は

、
１

名
で

総
括

監
督

員
及

び
主

任
監

督
員

の
評

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

）

（
原

則
と

し
て

、
総

括
監

督
員

は
主

に
総

括
的

な
プ

ロ
セ

ス
評

価
を

行
え

る
者

、
主

任
監

督
員

は
詳

細
な

プ
ロ

セ
ス

評
価

を
行

え
る

者
、

検
査

員
は

検
査

職
員

と
し

て
評

価
を

行
え

る
者

を
充

て
る

も
の

と
す

る
。

）

工
　

事
　

成
　

績
　

採
　

点
　

表
（
建

築
・
設

備
）
　

契
約

金
額

（
最

終
）

工
事

場
所

工
　

期
完

成
年

月
日

現
場

代
理

人
主

任
･監

理
技

術
者

完
成

届
受

理
年

月
日

完
成

検
査

年
月

日

②
総

括
監

督
員

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

④
検

査
員

（
完

成
）

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名

Ⅰ
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

（※
２

）

4

地
域

へ
貢

献
の

加
点

評
価

（ 
有

 ・
 無

 ）
週

休
２

日
制

工
事

（ 
有

 ・
 無

 ）
　

【
 ４

週
８

休
 ・

 ４
週

７
休

 ・
 ４

週
６

休
 】

若
手

技
術

者
の

加
点

評
価

（ 
有

 ・
 無

 ）

検
　

査
　

員
総

括
監

督
員

主
任

監
督

員

　
　

※
　

既
済

部
分

（
中

間
）

検
査

が
あ

っ
た

場
合

　
　

（
①

×
0.

4＋
②

×
0.

2＋
③

×
0.

2＋
④

×
0.

2　
た

だ
し

既
済

、
中

間
が

２
回

以
上

の
場

合
は

③
を

平
均

す
る

。
　

　
※

　
既

済
部

分
（

中
間

）
検

査
が

な
か

っ
た

場
合

　
（

①
×

0.
4＋

②
×

0.
2＋

④
×

0.
4）



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

23 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

23



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

28 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

28



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

50 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

50

作
成

工
事

名
～

受
注

者
名

考
　

査
　

項
　

目
①

担
当

監
督

員

項
目

細
別

a
ｂ

ｃ
d

e
評

価
a

a'
ｂ

b
'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b
'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b
'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b
'

c
d

e
評

価

１
．

施
工

体
制

Ⅰ
施

工
体

制
一

般
+
1
.0

+
0
.5

-
5

-
1
0

Ⅱ
配

置
技

術
者

+
3
.0

+
1
.5

-
5

-
1
0

２
．

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
+
4
.0

+
2
.0

-
5

-
1
0

+
5

-
+
2
.5

-
-
7
.5

-
1
5

+
5

-
+
2
.5

-
-
7
.5

-
1
5

+
5

-
+
2
.5

-
-
7
.5

-
1
5

Ⅱ
工

程
管

理
+
4
.0

+
2
.0

-
5

-
1
0

+
2
.0

-
+
1
.0

-
-
7
.5

-
1
5

Ⅲ
安

全
対

策
+
5
.0

+
2
.5

-
5

-
1
0

+
3
.0

-
+
1
.5

-
-
7
.5

-
1
5

Ⅳ
対

外
関

係
+
2
.0

+
1
.0

-
2
.5

-
5

３
．

出
来

形
Ⅰ

出
来

形
+
4
.0

+
2
.0

-
2
.5

-
5

+
1
0

+
7
.5

+
5

+
2
.5

-
1
0

-
2
0

+
1
0

+
7
.5

+
5

+
2
.5

-
1
0

-
2
0

+
1
0

+
7
.5

+
5

+
2
.5

-
1
0

-
2
0

及
び

Ⅱ
品

質
+
5
.0

+
2
.5

-
2
.5

-
5

+
1
5

+
1
2

+
7
.5

+
4
.0

-
1
2
.5

-
2
5

+
1
5

+
1
2

+
7
.5

+
4
.0

-
1
2
.5

-
2
5

+
1
5

+
1
2

+
7
.5

+
4
.0

-
1
2
.5

-
2
5

出
来

ば
え

Ⅲ
出

来
ば

え
+
5

-
+
2
.5

-
-
5

-
+
5

-
+
2
.5

-
-
5

-
+
5

-
+
2
.5

-
-
5

-

４
．

工
事

特
性

５
．

創
意

工
夫

Ⅰ
創

意
工

夫
（
※

３
）

-
-

６
．

社
会

性
等

Ⅰ
地

域
へ

の
貢

献
等

（
※

４
）

+
1
0

+
7
.5

+
5

+
2
.5

-
-

加
減

点
合

計
　

（
1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
）

点
点

点
点

点

評
　

定
　

点
　

　
（
※

１
）

①
点

②
点

③
点

③
点

④
点

７
．

評
定

点
計

点
  

  
（
①

　
点

×
0
.4

＋
②

　
点

×
0
.2

＋
④

　
点

×
0
.4

）
＝

　
評

定
点

計
点

８
．

法
令

遵
守

等
（
※

５
）

点
法

令
遵

守
等

の
該

当
事

由

９
．

評
　

定
　

点
　

合
　

計
　

（
※

６
）

点
 
 
 
 
評

定
点

計
（

　
0
　

点
）

－
８

.
法

令
遵

守
等

（
　

0
　

点
）

＝
　

0
　

点
（
１

回
完

済
分

点
、

　
２

回
完

済
分

点
、

　
完

成
分

点
）

所
　

　
　

　
見

　
（
※

７
）

※
１

　
６

５
点

＋
加

減
点

合
計

（
１

＋
２

＋
３

＋
４

＋
５

＋
６

）
と

す
る

。
　

　
　

　
各

評
定

点
（

①
～

④
）

は
小

数
第

１
位

ま
で

記
入

す
る

。

※
２

　
工

事
特

性
は

、
当

該
工

事
特

有
の

難
度

の
高

い
条

件
（

構
造

物
の

特
殊

性
、

特
殊

な
技

術
、

都
市

部
等

の
作

業
環

境
・

社
会

条
件

、
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
、

長
期

工
事

に
お

け
る

安
全

確
保

等
）

に
対

し
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

 
 
 
 
 
 
評

価
に

際
し

て
は

、
担

当
監

督
員

か
ら

の
報

告
を

受
け

て
主

任
監

督
員

が
評

価
す

る
も

の
と

す
る

。

※
３

　
創

意
工

夫
は

、
工

事
特

性
の

よ
う

な
難

度
を

伴
わ

な
い

工
事

に
お

い
て

、
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
っ

た
場

合
に

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

※
４

　
社

会
性

等
の

評
価

で
は

地
域

へ
の

貢
献

等
の

観
点

か
ら

、
加

点
評

価
の

み
と

す
る

。

※
５

　
法

令
遵

守
等

評
価

は
主

任
監

督
員

が
行

う
。

※
６

　
評

定
点

合
計

は
、

四
捨

五
入

に
よ

り
整

数
と

す
る

。
 

※
７

 
 
所

見
欄

は
必

要
に

応
じ

記
載

す
る

。

※
８

　
各

考
査

項
目

ご
と

の
採

点
は

、
別

紙
－

１
 
考

査
項

目
別

運
用

表
（

建
築

・
設

備
工

事
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
監

督
員

を
１

名
し

か
任

命
で

き
な

い
場

合
は

、
１

名
で

主
任

監
督

員
及

び
担

当
監

督
員

の
評

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

）

（
原

則
と

し
て

、
主

任
監

督
員

は
主

に
総

括
的

な
プ

ロ
セ

ス
評

価
を

行
え

る
者

、
担

当
監

督
員

は
詳

細
な

プ
ロ

セ
ス

評
価

を
行

え
る

者
、

検
査

員
は

検
査

職
員

と
し

て
評

価
を

行
え

る
者

を
充

て
る

も
の

と
す

る
。

）

工
　

事
　

成
　

績
　

採
　

点
　

表
（
建

築
・
設

備
）
　

契
約

金
額

（最
終

）
工

事
場

所
工

　
期

完
成

年
月

日

現
場

代
理

人
主

任
･監

理
技

術
者

完
成

届
受

理
年

月
日

完
成

検
査

年
月

日

②
主

任
監

督
員

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

④
検

査
員

（
完

成
）

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名

Ⅰ
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

（
※

２
）

地
域

へ
貢

献
の

加
点

評
価

（
 有

 ・
 無

 ）
週

休
２

日
制

工
事

（
 有

 ・
 無

 ）
　

【
 月

単
位

・
通

期
 】

若
手

技
術

者
の

加
点

評
価

（
 有

 ・
 無

 ）

　
　

※
　

既
済

部
分

（
中

間
）

検
査

が
あ

っ
た

場
合

　
　

（
①

×
0
.
4
＋

②
×

0
.
2
＋

③
×

0
.
2
＋

④
×

0
.
2
　

た
だ

し
既

済
、

中
間

が
２

回
以

上
の

場
合

は
③

を
平

均
す

る
。

　
　

※
　

既
済

部
分

（
中

間
）

検
査

が
な

か
っ

た
場

合
　

（
①

×
0
.
4
＋

②
×

0
.
2
＋

④
×

0
.
4
）

担
当

監
督

員
主

任
監

督
員

検
　

査
　

員

作
成

工
事

名
～

受
注

者
名

考
　

査
　

項
　

目
①

担
当

監
督

員

項
目

細
別

a
ｂ

ｃ
d

e
評

価
a

a'
ｂ

b'
c

d
e

評
価

a
a'

b
b'

c
d

e
評

価
a

a'
b

b'
c

d
e

評
価

a
a'

b
b'

c
d

e
評

価

１
．

施
工

体
制

Ⅰ
施

工
体

制
一

般
+1

.0
+0

.5
-5

-1
0

Ⅱ
配

置
技

術
者

+3
.0

+1
.5

-5
-1

0

２
．

施
工

状
況

Ⅰ
施

工
管

理
+4

.0
+2

.0
-5

-1
0

+5
-

+2
.5

-
-7

.5
-1

5
+
5

-
+2

.5
-

-7
.5

-
15

+5
-

+
2.

5
-

-7
.5

-1
5

Ⅱ
工

程
管

理
+4

.0
+2

.0
-5

-1
0

+2
.0

-
+1

.0
-

-
7.

5
-1

5

Ⅲ
安

全
対

策
+5

.0
+2

.5
-5

-1
0

+3
.0

-
+1

.5
-

-
7.

5
-1

5

Ⅳ
対

外
関

係
+2

.0
+1

.0
-2

.5
-5

３
．

出
来

形
Ⅰ

出
来

形
+4

.0
+2

.0
-2

.5
-5

+1
0

+7
.5

+
5

+2
.5

-1
0

-2
0

+
10

+7
.5

+5
+2

.5
-1

0
-
20

+1
0

+7
.5

+5
+
2.

5
-1

0
-2

0

及
び

Ⅱ
品

質
+5

.0
+2

.5
-2

.5
-5

+1
5

+
12

+7
.5

+4
.0

-1
2.

5
-2

5
+
15

+1
2

+7
.5

+4
.0

-1
2.

5
-
25

+1
5

+1
2

+
7.

5
+
4.

0
-1

2.
5

-2
5

出
来

ば
え

Ⅲ
出

来
ば

え
+5

-
+2

.5
-

-5
-

+
5

-
+2

.5
-

-5
-

+5
-

+
2.

5
-

-
5

-

４
．

工
事

特
性

５
．

創
意

工
夫

Ⅰ
創

意
工

夫
（※

３
）

-
-

６
．

社
会

性
等

Ⅰ
地

域
へ

の
貢

献
等

（※
４

）
+1

0
+7

.5
+5

+2
.5

-
-

加
減

点
合

計
　

（1
+2

+3
+
4+

5+
6）

点
点

点
点

点

評
　

定
　

点
　

　
（※

１
）

①
点

②
点

③
点

③
点

④
点

７
．

評
定

点
計

点
  

  
（①

　
点

×
0
.4

＋
②

　
点

×
0.

2＋
④

　
点

×
0.

4
）＝

　
評

定
点

計
点

８
．

法
令

遵
守

等
（※

５
）

点
法

令
遵

守
等

の
該

当
事

由

９
．

評
　

定
　

点
　

合
　

計
　

（
※

６
）

点
  

  
評

定
点

計
（

　
0　

点
）

－
８

.法
令

遵
守

等
（

　
0　

点
）

＝
　

0　
点

（１
回

完
済

分
点

、
　

２
回

完
済

分
点

、
　

完
成

分
点

）

所
　

　
　

　
見

　
（※

７
）

※
１

　
６

５
点

＋
加

減
点

合
計

（
１

＋
２

＋
３

＋
４

＋
５

＋
６

）
と

す
る

。
　

　
　

　
各

評
定

点
（

①
～

④
）

は
小

数
第

１
位

ま
で

記
入

す
る

。

※
２

　
工

事
特

性
は

、
当

該
工

事
特

有
の

難
度

の
高

い
条

件
（

構
造

物
の

特
殊

性
、

特
殊

な
技

術
、

都
市

部
等

の
作

業
環

境
・

社
会

条
件

、
厳

し
い

自
然

・
地

盤
条

件
、

長
期

工
事

に
お

け
る

安
全

確
保

等
）

に
対

し
て

適
切

に
対

応
し

た
こ

と
を

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

  
  

  
評

価
に

際
し

て
は

、
担

当
監

督
員

か
ら

の
報

告
を

受
け

て
主

任
監

督
員

が
評

価
す

る
も

の
と

す
る

。

※
３

　
創

意
工

夫
は

、
工

事
特

性
の

よ
う

な
難

度
を

伴
わ

な
い

工
事

に
お

い
て

、
企

業
の

工
夫

や
ノ

ウ
ハ

ウ
に

よ
り

特
筆

す
べ

き
便

益
が

あ
っ

た
場

合
に

評
価

す
る

項
目

で
あ

る
。

※
４

　
社

会
性

等
の

評
価

で
は

地
域

へ
の

貢
献

等
の

観
点

か
ら

、
加

点
評

価
の

み
と

す
る

。

※
５

　
法

令
遵

守
等

評
価

は
主

任
監

督
員

が
行

う
。

※
６

　
評

定
点

合
計

は
、

四
捨

五
入

に
よ

り
整

数
と

す
る

。
 

※
７

  
所

見
欄

は
必

要
に

応
じ

記
載

す
る

。

※
８

　
各

考
査

項
目

ご
と

の
採

点
は

、
別

紙
－

１
 考

査
項

目
別

運
用

表
（

建
築

・
設

備
工

事
）

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

（
監

督
員

を
１

名
し

か
任

命
で

き
な

い
場

合
は

、
１

名
で

主
任

監
督

員
及

び
担

当
監

督
員

の
評

定
を

行
う

も
の

と
す

る
。

）

（
原

則
と

し
て

、
主

任
監

督
員

は
主

に
総

括
的

な
プ

ロ
セ

ス
評

価
を

行
え

る
者

、
担

当
監

督
員

は
詳

細
な

プ
ロ

セ
ス

評
価

を
行

え
る

者
、

検
査

員
は

検
査

職
員

と
し

て
評

価
を

行
え

る
者

を
充

て
る

も
の

と
す

る
。

）

地
域

へ
貢

献
の

加
点

評
価

（
 有

 ・
 無

 ）
週

休
２

日
制

工
事

（ 
有

 ・
 無

 ）
　

【 
４

週
８

休
 ・

 ４
週

７
休

 ・
 ４

週
６

休
 】

若
手

技
術

者
の

加
点

評
価

（
 有

 ・
 無

 ）

　
　

※
　

既
済

部
分

（
中

間
）

検
査

が
あ

っ
た

場
合

　
　

（
①

×
0
.4

＋
②

×
0.

2
＋

③
×

0.
2＋

④
×

0
.2

　
た

だ
し

既
済

、
中

間
が

２
回

以
上

の
場

合
は

③
を

平
均

す
る

。
　

　
※

　
既

済
部

分
（

中
間

）
検

査
が

な
か

っ
た

場
合

　
（

①
×

0
.4

＋
②

×
0.

2
＋

④
×

0.
4）

担
当

監
督

員
主

任
監

督
員

検
　

査
　

員

Ⅰ
施

工
条

件
等

へ
の

対
応

（※
２

）

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名
氏

　
名

氏
　

名

完
成

届
受

理
年

月
日

完
成

検
査

年
月

日

②
主

任
監

督
員

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

③
検

査
員

（
既

済
・
中

間
）

④
検

査
員

（
完

成
）

現
場

代
理

人
主

任
･監

理
技

術
者

工
　

事
　

成
　

績
　

採
　

点
　

表
（
建

築
・
設

備
）
　

契
約

金
額

（
最

終
）

工
事

場
所

工
　

期
完

成
年

月
日



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

63 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

63



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

68 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

68



編 頁 現行（青文字：改正箇所） 編 頁 改正（赤文字：改正箇所）

富士市建設工事監督検査実務要覧　Ⅲ　新旧対照表

建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

140 建
築
・
設
備
工
事
成
績
評
定
編

140
総括監督員 主任監督員

　　・初回打合せ時においてチェックリストに基づき確認すること。

電子納品

受注者 監督員 （情報共有システム含む）

工程表（変更含む） 契約締結後10日以内

主任技術者等通知書

4,000万円（建築一式の場合は8,000万円）以上は専任

下請契約金額総額4,500万円（建築一式の場合は7,000万円）以上は監理

技術者

主任技術者等の経歴書 資格、免許の写し添付

工事記録簿 省略 省略

工事工程月報 工期が1月を超える場合（毎月10日まで） 省略

段階確認・立会願
施工計画書に実施予定を記載

※敷地内施工の場合は提出省略（少額工事）

休日・夜間作業届
月単位等で事前にまとめて報告も可

※敷地内施工の場合は提出省略（少額工事）

現場閉所計画

材料検査簿 省略

出荷証明書 省略

ミルシート 省略

資材伝票等 省略

工事実績データ 請負金額 500万円以上（契約締結後土日祝日を除き10日以内） 省略 省略

建設業退職金共済制度 工事別共済証紙受払簿の提出

施工計画書 工種別施工計画書

再資源利用・利用促進計画

書（実施書）

資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事。計画書を公衆の

見やすい場所に掲示する。

確認結果票

再生資源利用促進計画書の作成に当たり、現場及び搬出先が法令に基づ

き適正であることを確認しその結果を提出する。また、公衆の見やすい場所

に掲示する。

マニフェスト 集計表（契約書、マニフェストは提示）

施工体制台帳

下請負がある場合写しを提出

施工体系図、下請負契約書（写）を含む

作業員名簿

施工図 省略

各種試験成績表 各種試験結果含む

各種許認可の写し 計画通知書、検査済証、建設リサイクル法通知書、特定作業等の写し 省略

チェックリスト 水道管継手部チェックリスト、仮設工（足場、矢板等）点検表等 省略

自主検査簿

工事写真帳 電子納品も可（要監督員協議）

工事事故報告書

他の書類 監督員より指示された書類

注１）　  小規模工事とは当初請負代金額500万円以上1,000万円未満に摘要する｡
注2）　  少額工事とは当初請負代金額130万円以上500万円未満に摘要する｡ 

注3）　  「省略」とは、定められた様式での提出を省略することができるものであり、検査時等の 提示など説明責任の必要がある。

　　　 　なお、工事・工種特性により監督員が特に提出を求める場合はこの限りでなく、必要である項目を現場説明事項・特記仕様書

　　 　等に記載若しくは協議することで提出を求めることができるものとする。

建築・設備工事に於ける完成図書チェックリスト チェック欄

少額
工事

チェック欄
項　　目 摘　　　　要

小規模
工事

総括監督員 主任監督員

　　・初回打合せ時においてチェックリストに基づき確認すること。

電子納品

受注者 監督員 （情報共有システム含む）

工程表（変更含む） 契約締結後10日以内

主任技術者等通知書

4,500万円（建築一式の場合は9,000万円）以上は専任

下請契約金額総額5,000万円（建築一式の場合は8,000万円）以上は監理

技術者

主任技術者等の経歴書 資格、免許の写し添付

工事記録簿 省略 省略

工事工程月報 工期が1月を超える場合（毎月10日まで） 省略

段階確認・立会願
施工計画書に実施予定を記載

※敷地内施工の場合は提出省略（少額工事）

休日・夜間作業届
月単位等で事前にまとめて報告も可

※敷地内施工の場合は提出省略（少額工事）

現場閉所計画

材料検査簿 省略

出荷証明書 省略

ミルシート 省略

資材伝票等 省略

工事実績データ 請負金額 500万円以上（契約締結後土日祝日を除き10日以内） 省略 省略

建設業退職金共済制度 工事別共済証紙受払簿の提出

施工計画書 工種別施工計画書

再資源利用・利用促進計画

書（実施書）

資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工事。計画書を公衆の

見やすい場所に掲示する。

確認結果票

再生資源利用促進計画書の作成に当たり、現場及び搬出先が法令に基づ

き適正であることを確認しその結果を提出する。また、公衆の見やすい場所

に掲示する。

マニフェスト 集計表（契約書、マニフェストは提示）

施工体制台帳

下請負がある場合写しを提出

施工体系図、下請負契約書（写）を含む
作業員名簿

施工図 省略

各種試験成績表 各種試験結果含む

各種許認可の写し 計画通知書、検査済証、建設リサイクル法通知書、特定作業等の写し 省略

チェックリスト 水道管継手部チェックリスト、仮設工（足場、矢板等）点検表等 省略

自主検査簿

工事写真帳 電子納品も可（要監督員協議）

工事事故報告書

他の書類 監督員より指示された書類

建築・設備工事に於ける完成図書チェックリスト チェック欄

項　　目 摘　　　　要
小規模
工事

少額
工事

チェック欄


